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Ｑ　

障
害
者
総
合
支
援
法
の
見
直
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
入

院
時
の
付
き
添
い
を
し
て
も
ら
え
る
と
聞
い
た
の
で
す
が
、
誰
で
も
認
め

ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こんなとき
どうするの　

入
院
時
の
付
き
添
い
の
必
要
性
は
、
当

事
者
や
家
族
の
切
実
な
願
い
で
し
た
。
今

回
の
見
直
し
で
、「
重
度
障
害
者
に
つ
い

て
、
医
療
機
関
へ
の
入
院
時
も
一
定
の
支

援
を
可
能
と
す
る
」
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
、
や
っ
と
、
声
が
届
い
た
と
思
わ
れ
る

方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、当
事
者
の
立
場
か
ら
、

こ
の
入
院
時
の
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
を
訴
え
て

こ
ら
れ
た
、
佐
藤
さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
し

た
。

　

今
回
の
改
正
を
ど
う
読
ま
れ
ま
す
か
。

　

確
か
に
、
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
評
価
で

き
ま
す
が
、
こ
れ
は
誰
も
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、「
重
度
訪
問
介
護
」
の
利
用
者

に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
不
安
が
あ
り

ま
す
。

　

日
常
的
に
重
度
訪
問
介
護
を
利
用
し
て

い
る
方
と
な
る
と
、
か
な
り
対
象
は
限
定

さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え

ば
、
外
出
な
ど
ス
ポ
ッ
ト
的
に
利
用
さ
れ

て
い
る
方
も
認
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
な

ど
、
厚
労
省
の
通
達
文
章
が
ど
の
よ
う
な

も
の
に
な
る
か
、
そ
れ
を
川
崎
市
が
ど
の

よ
う
に
解
釈
す
る
か
で
大
き
く
変
わ
っ
て

く
る
と
思
い
ま
す
。

　
（
そ
も
そ
も
重
度
訪
問
介
護
を
受
け
て

い
る
事
業
者
も
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
重

度
訪
問
介
護
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、

２
０
１
４
年
度
の
段
階
で
、
川
崎
市
で
は

92
名
し
か
お
ら
れ
ま
せ
ん
。）

　

今
回
の
国
の
施
策
だ
け
で
良
し
と
せ

ず
、
各
地
の
自
治
体
で
取
り
組
ま
れ
て
い

る
よ
う
な
地
域
生
活
支
援
事
業
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
と
し
て
、
自
分

の
意
思
を
伝
え
る
こ
と
が
難
し
い
障
害
の

方
へ
の
支
援
も
（
こ
の
問
題
も
以
前
よ
り

訴
え
て
お
り
、
厚
労
省
と
し
て
は
認
め
て

い
る
の
で
す
か
ら
）、
川
崎
市
で
作
り
上

げ
て
ほ
し
い
で
す
。

　

さ
ら
に
、
私
の
場
合
は
、
一
人
暮
ら
し

の
た
め
、
入
院
し
て
最
も
困
っ
た
の
は
、

自
宅
か
ら
着
替
え
や
郵
便
物
を
と
っ
て
き

て
も
ら
う
人
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
ど
こ
に
何
が
あ
る
か
一
番
わ
か
っ
て

い
る
の
が
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
で
、
そ
う
い
う

時
に
こ
そ
利
用
で
き
た
ら
と
思
い
ま
し

た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
入
院
時
に
必
要
な
支
援

は
、
当
事
者
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
。
重
度
訪
問
介
護
利
用
者
に
限
定
し
な

い
で
い
た
だ
き
た
い
。

　

す
べ
て
の
こ
と
に
通
じ
る
の
で
す
が
、

当
事
者
の
実
態
に
合
わ
せ
て
、
考
え
て
ほ

し
い
。
当
事
者
の
話
を
聞
い
て
、
困
っ
て

い
る
現
場
を
見
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す

（
こ
の
改
正
は
平
成
３
０
年
度
か
ら
と
な

り
ま
す
）。

医療的ケアおーぷんねっとわーく＊神奈川
2016 年度　総会と学習会のお知らせ

日時：2016 年 6月 5日 ( 日 )11:00 ～ 16:30
場所：湘南藤沢徳洲会病院　３Ｆ講堂　ＪＲ東海道線辻堂駅西口駅前
内容：総会 11:00 ～　　学習会　13:30 ～ 16:30　「医療的ケアのある子どもたちの放課後」
―私たちの求める放課後等デイサービス－
＜実践報告＞
１「肢体不自由児 ( 医療ケアがあるなら尚更 ) の為の箱物は待っていても立ち上がらない」
県立鎌倉養護学校保護者　上田美晴さん
2「医療的ケアのある子たちの放デイの過ごし方から学ぶ」
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ　藤沢地域福祉事務所　放課後等デイサービスたんぽぽ所長景山裕二さん
3「経験の拡大による可能性の拡大」
ＮＰＯ法人ｌａｕｌｅ’ ａ理事長　遊びリパーク　リノア　横川敬久さん
４「医療的ケア小児期から成人期へのつながりについて」
社会福祉法人マロニエ会　湘南マロニエ所長　齋藤祐二さん
＜意見交換会＞コーディネーター　ソレイユ川崎　江川文誠

神奈川県委託 2016 年度「介護職員等に対する喀痰吸引等研修事業」

募集要項【全課程】
【基本研修（講義・演習）、知識確認テスト、実地研修】
特定非営利活動法人フュージョンコムかながわ・県肢体不自由児協会
１．研修の趣旨
　神奈川県は、喀痰吸引等が必要な方に対し、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等の養成に取り組
んでいます。当会は平成 23 年から取り組み、延べ 1,000 名近くの方が、医療ケアに係る研修を受講され、「認定特
定行為業務従事者認定証」の取得を目指しておられます。
　一方、医療ケアを必要としている方は年々増加し、今も必要な人に必要なケアが届いていない状況は続いており
ます。医療ケアの研修は命に係る研修です。福祉と医療との連携が深まり、医療ケアを必要とする利用者さんにとっ
て、福祉と医療の緊密な関係が育ち、安心して必要なケアを受けることができるよう努めたいと思います。障害者
総合支援法及び介護保険法に拠る施設・在宅訪問介護事業所等において、医療ケアをサービスとして進めようとす
る多くの介護職員の方の受講を、お待ちしております。

研修会 年月日 課程 会場 募集期間（事務局必着）

第１回 第１日・平成 28年 5月 22日 ( 日）講義 神奈川県社会福祉会館 平成 28年 4月 18日 ( 月 ) ～ 5月 12日 ( 木）
第２日・平成 28年 5月 28日 ( 土）演習 昭和大学保健医療学部

第２回
第1日・平成28年 6月 26日 ( 日）講義 神奈川県社会福祉会館 平成 28年 5月 30日 ( 月 ) ～ 6月 16日 ( 木）
第 2日・平成 28年 7月 2日 ( 土）演習 昭和大学保健医療学部

第 3回 第１日・平成 28年 8月 21日 ( 日 ) 講義 ウィリング横浜 平成 28年 7月 25日 ( 月 ) ～ 8月 11日 ( 木 )
第 2日・平成28年 8月 28日 (日 ) 演習 昭和大学保健医療学部

第 4回 第１日・平成 28年 9月 25日 ( 日 ) 講義 神奈川県社会福祉会館 平成 28年 8月 29日 ( 月 ) ～ 9月 14日 ( 水 )
第 2日・平成28年 10月 1日 (土 ) 演習 昭和大学保健医療学部

第 5回 第１日・平成28年11月20日 (日 ) 講義 ウィリング横浜 平成 28年 10月 24日 ( 月 ) ～ 11 月 10日 ( 木 )
第2日・平成28年11月26日 (土 ) 演習 昭和大学保健医療学部

第 6回 第１日・平成 29年 1月 22日 ( 日 ) 講義 ウィリング横浜 平成28年12月12日(月)～平成29年1月12日(木)
第 2日・平成29年 1月 28日 (土 ) 演習 昭和大学保健医療学部
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重
度
訪
問
介
護
と
は

　

重
度
の
肢
体
不
自
由
ま
た
は
重
度
の
知
的
障
害
も
し
く
は
精
神
障
害
が
あ

り
常
に
介
護
を
必
要
と
す
る
方
に
対
し
て
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
が
自
宅
を
訪

問
し
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
な
ど
の
介
護
、
調
理
、
洗
濯
、
掃
除
な
ど
の

家
事
、
生
活
等
に
関
す
る
相
談
や
助
言
な
ど
、
生
活
全
般
に
わ
た
る
援
助
や

外
出
時
に
お
け
る
移
動
中
の
介
護
を
総
合
的
に
行
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
は　

　

障
害
支
援
区
分
が
区
分
４
以
上
で
あ
っ
て
、
次
の
（
１
）、（
２
）
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方

（
１
）
次
の
（
一
）
お
よ
び
（
二
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

（
一
）
二
肢
以
上
に
麻
痺
等
が
あ
る

（
二
）
障
害
支
援
区
分
の
認
定
調
査
項
目
の
う
ち
「
歩
行
」「
移
乗
」「
排
尿
」

「
排
便
」
の
い
ず
れ
も
「
支
援
が
不
要
」
以
外
と
認
定
さ
れ
て
い
る

（
２
）障
害
支
援
区
分
の
認
定
調
査
項
目
の
う
ち
行
動
関
連
項
目
等（
12
項
目
）

の
合
計
点
数
が
10
点
以
上
で
あ
る
方

○
重
度
訪
問
介
護
に
つ
い
て
、
同
一
箇
所
に
長
時
間
滞
在
し
、
身
体
介
護
、

家
事
援
助
、
日
常
生
活
に
生
じ
る
様
々
な
介
護
の
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の

見
守
り
等
の
支
援
及
び
外
出
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
う
も
の
で
、
１

日
に
３
時
間
以
上
を
超
え
る
支
給
決
定
を
基
本
と
し
ま
す
。

○
１
日
複
数
回
に
わ
た
っ
て
ヘ
ル
パ
ー
が
入
る
場
合
も
、
１
回
の
時
間
が
短

時
間
で
あ
る
場
合
は
、
居
宅
介
護
に
な
り
、
ま
と
め
た
時
間
で
重
度
訪
問
介

護
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
見
守
り
を
除
い
た
身
体
介
護
や
家
事
援
助
に
必
要
な
時
間
分
の
み
し
か
重

度
訪
問
介
護
と
し
て
支
給
決
定
を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
見

守
り
を
含
め
た
長
時
間
の
支
給
決
定
に
な
る
よ
う
に
、
利
用
者
一
人
一
人
の

実
情
に
合
わ
せ
た
支
給
決
定
を
す
る
こ
と
（
２
０
１
６
年
３
月
20
日
主
管
課

長
会
議
よ
り
）。

　

■
障
害
者
総
合
支
援
法
の
３
年
ご
と
の
見
直
し
の

時
期
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
見
直
し
の
中
に
は
、
医
療
的
ケ
ア
の
あ

る
子
ど
も
た
ち
へ
の
支
援
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
及
び
児
童
福
祉
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」 

　

第
五
十
六
条
の
六
第
二
項 

　
「
地
方
公
共
団
体
は
、
人
工
呼
吸
器
を
装
着
し

て
い
る
障
害
児
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
た
め

に
医
療
を
要
す
る
状
態
に
あ
る
障
害
児
が
、
そ
の

心
身
の
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
保
健
、
医
療
、
福

祉
そ
の
他
の
各
関
連
分
野
の
支
援
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
、
保
健
、
医
療
、
福
祉
そ
の
他
の
各
関
連
分

野
の
支
援
を
行
う
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
た

め
の
体
制
の
整
備
に
関
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」 


